
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Y’s Men’s Club of Nagoya Tokai  The Service Club to The YMCA    

 

 

Bulletin 
2021 年 10 月号 

Vol. 55-4 2021.10.1 

 

名古屋東海ワイズメンズクラブ  
 

 

 

会長主題 「ワンチーム」     
国 際 会 長 主 題  「世界とともにワイズメン」    キム サンチェ (韓国) 

ア ジ ア 太 平 洋 地 域 会 長 主 題  「100年を超えて変革しよう」        大野 勉     （神戸ポート） 

西 日 本 区 理 事 主 題  「未来への挑戦」                 新山 兼司   （京都トップス) 

中 部 部 長 主 題  「楽しくやろう ワイズの活動 地域とＹＭＣＡと共に」 

渡辺 真悟  (名古屋) 

名古屋東海クラブ標語  『限りなき熱情を奉仕に』  

 

--------------------今 月 の 聖 句-------------------- 

 怠け者よ、蟻のところに行って見よ。その道を見て、知恵を得よ。蟻には首領もなく、指揮官

も支配者もないが夏の間にパンを備え、刈り入れ時に食糧を集める。 

(箴言 6 章 6節～8節) 
---------------------------------------------------------- 
                           

強調月間  Brotherhood Fund  
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１０月例会等ご案内 

◎１０月第１例会 

日程：10 月 14日（木）18：45～ 

担当：木村眞知子君 

会場：名古屋ＹＭＣＡ（池下 ） 

また、食事はありません（ご注意下さい） 

開会宣言・点鐘：山田英次会長 

五つの信条 太田全哉君 【但し唱和なし】 

開会祈祷：松本勝君 

卓話：『結婚しない子どもたち』 

講師：服部金弘氏 （縁結び四つ葉の会） 

諸連絡 

閉会宣言・点鐘：山田英次会長 

【中部部長の公式訪問が予定されています】 

◎１０月第２例会 

日程：10 月 21日（木）19：00～ 

会場：名古屋ＹＭＣＡ 

◎勝手に根の上まつり 

日程：10 月 9日（土）17：00～ 

10日（日） 

会場：あかまんま・根の上キャンプ場 

会費：10,000円以内 

◎第 28 回チャリティーラン 

日程：11 月 13日（土） 

会場：名城公園 

Web参加:10/16～10/30（予定） 

 

東海ワイズ五つの信条 

一．自分を愛するように隣人を愛そう 

二．青少年のためにＹＭＣＡにつくそう   

三．世界的視野を持って国際親善を図ろう 

四．義務を果たしてこそ 権利が生じることを悟ろう 

五．会合には出席第一 社会には奉仕第一を旨としよう 

【出席率】 9 月末－在籍者 20 名 

（内広義会員 2 名） 

出席者 0 名（Make up0 名） 

出席率 0％（非常事態宣言下 9 月例会中止） 

      

クラブ事務所 〒464-0848 名古屋市千種区春岡 1 丁目 2-7 電話 052-757-3331 FAX 052-757-3332 

【特別ファンド】  

9 月ファンド    0 円 

合計    1,452,634 円 



 

終活のあれこれ 

大島孝三郎 

 いつの頃からか終活という言葉をよく耳にする

ようになった。その中には色々な事柄がある。身

辺のものごとをスッキリと整理し、自身にも家族

にも負担を減らし、安らかな暮らしが続くよう願

うことと理解している。 

 一番取り上げたいのは相続のことである。相続

財産には何がいくらあるのか。相続税がどのくら

い掛かってくるのか。その評価の方法はどのよう

なものか。そこで財産の一覧表を作ろうとした。

土地、家屋、現預金、生命保険、有価証券、特に

父が創業し、兄弟 5人が受け継いだ同族会社の株

がある。 

それぞれの評価について正しい知識がなかった

ので無駄骨を折ったが今ではかなり身に付いた。

土地については、国税庁が発表する路線価によっ

て計算すること。家屋については固定資産税の納

税通知書の「価格」そのものであること。土地と

家屋を合わせた住まいは妻がそのまま住み続ける

ならばその居住財産の評価は 80％減額されるこ

と。生命保険金は相続人の一人当たり 500万円ま

でが非課税扱いとなること。それらを理解して少

し安心できた。しかし、同族会社の株について

は、私は社長（中心の株主）の弟で役員でもあ

り、持ち株が 10％以上の時があった。その時の

株の評価は非常に高額で発行価格 100円株の 25

倍ほどであった。そのような時に相続が起きれば

大きな相続税が掛かるはずで、その心配を長い間

抱えていた。 

最近終活の資料を集め税理士さんに相談した

ところ、なんと発行価格の 2分の 1（50円）で済

むことがわかった。条件がいろいろ変化したから

である。中心株主であった兄が亡くなり甥へと移

り、関係が 2親等から 3親等になったこと、業績

が下がって無配としていること、私は妻と息子に

贈与をしてきて持ち株比率が 5％以下になったこ

となどのため、類似業種比準価額方式から配当還

元方式に適用が変わって、額面の 25倍から 0.5

倍へと、即ち評価額が 50分の 1へと大幅に低下

したのである。そもそも、相続税の課税には

3000万円に加えて相続人一人当たり 600万円の

基礎控除がある。このことから目先の心配はひと

まず解消した。 

しかし、次の世代に引き継いでも無配では魅力

がなく、できれば中心株主に妥当な価格で買い取

ってもらうべく希望を伝えるつもりである。もち

ろん業績が向上し安定配当が続くことが最大の喜

びではある。 

この文章は自分では正しいとは思っていても適

切に表現されていないことや、誤りさえある恐れ

もあるので皆さんが事に当たる時があれば専門家

に十分に確認してください。お役に立てない内容

で申し訳ありません。なお、予定した題名からは

趣旨がずれてしまっていることもお詫びします。  

勝手に根の上まつりのご案内 

山村 喜久 

クラブの皆様 

 今年の秋の根の上まつりも中止となりました、

そこで、10月 9日（土）に『あかまんま』を貸

切りで予約を致しましたので有志の方のご参加を

募ります。特にプログラムは考えていませんが夜

は『あかまんま』で飲み会をし、10日（日）は

キャンプ場へ行って何かしようかと思っていま

す。費用は 1万円以内で収まると思いますが、飲

物等は各自持参して下さい。 

◎出席の方は 10月 8日（金）までに浅野君まで 

◎集合は一応 10月 9日（土）17時とします。 
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【今後の例会担当】 

11 月：柴田       

12 月：クリスマス例会山村・中江・神谷 

   1 月：鈴木孝    2月：鷲尾・谷口 

【今後のブリテン寄稿担当】 

11月号：柴田  12月号：木村 

1月号：谷口   2月号：中江 
                                              


